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報告第１号

専決処分の承認を求める件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により令和６年２月５日に次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

令和６年２月２０日提出

箕面市長 上 島 一 彦

令和５年度箕面市一般会計補正予算（第８号）（別紙）

（理由）

物価高騰が市民生活にもたらす影響に鑑み、迅速かつ的確にエネルギー・食料品等物価高騰緊急支

援給付金の支給、令和６年度実施の定額減税に係るシステム改修及び学力保障・学習支援事業を利用

しているひとり親家庭等の子どもに対する受験料・模試費用の助成を早急に開始するため、令和５年

度箕面市一般会計予算を緊急に補正する必要が生じたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明

らかであると認めたため。

－ 5 －



第１２９号議案 

   令和５年度箕面市一般会計補正予算（第８号） 

 令和５年度箕面市の一般会計の補正予算（第８号）は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 325,512 千円を追加し、歳入歳 

 出それぞれ 75,433,656 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳 

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

  令和６年２月５日専決 

                       箕面市長 上 島 一 彦 
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第１ 予

541,492 325

算

,270 8,866,

補

762

正

16 府 支 出

歳

金 4,615,934

　

181 4,616,1

　

15

2

入

府 補 助 金 642,042 181 642,223

表

20 繰 越 金 639,153 61 639,214

1 繰 越 金 639,153 61 639,214

款 項 補正

　

前の額 補　正　額 計

千

　

円 千

歳　　入　

円

　合　　計 75,10

千

8,144 325,5

円

12 75,433,656

歳　　出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

2 総 務 費 7,013,9

　

27 6,770 7,01 20,6975

2 徴 税 費 415

国

,807 6,770 4

庫

22,577

支

3 民 生 費 27,

出

591,220 318

金

,500 27,909

1

,720

8

1 社 会 福 祉 費 8,3

歳

,

95,186 318,

4

500 8,713,6

2

86

1

8

0 教 育 費 7,149,

,

634 242 7,14

4

9,876

3

1 教 育 総 務 費 1,

1

915,472 242

3

1,915,714

2

入

5,270 18,75

歳

3,701

歳　　出　　合　　計 75,108,144 325,512 75,433,656

出

4 国 庫 交 付 金 8,

－ 7 －



 

第 ２ 表 繰越明許費補正 
 

款 項 
補 正 前 補 正 後 

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額 

     千円  千円 

2 総 務 費 2 徴 税 費   
市 ・ 府 民 税 賦 課 シ ス テ ム 

定 額 減 税 対 応 改 修 事 業 
6,770 

3 民 生 費 1 社会福祉費 

  
エネルギー・食料品等物価高騰 

緊 急 支 援 給 付 金 交 付 事 業 

（ 均 等 割 の み 課 税 世 帯 ） 

184,500 

  
エネルギー・食料品等物価高騰 

緊 急 支 援 給 付 金 交 付 事 業 

（ こ ど も 加 算 ） 

134,000 

 

－ 8 －



 
 
 
 

令和５年度 
（2023年度） 

 
 
 
 

箕面市一般会計補正予算（第８号）説明書 
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歳

00

3 利

出

子 割 交 付 金 36,00

予

0 0 36,000

算

4 配 当 割 交 付

事

金 168,000 0 1

項

68,000

別

5 株 式 等 譲 渡 所 得

明

割 交 付 金 97,000

細

0 97,000

書

6 法 人 事 業 税 交

１

付 金 234,000 0

　

234,000

総

7 地 方 消 費 税 交

　

付 金 3,000,00

括

0 0 3,000,00

歳

0

8 環 境

　

性 能 割 交 付 金 44,0

 

00 0 44,000

入

9 ゴ ル フ 場

款

利 用 税 交 付 金 1,20

補

0 0 1,200

正

10 地 方 特 例 交

前

付 金 177,000 0

の

177,000

額

11 地 方 交 付 税

補

1,985,000 0

正

1,985,000

額

12 交 通 安

計

全 対 策 特 別 交 付 金 16

千

,000 0 16,00

円

0

13 分

千

担 金 及 び 負 担 金 1,0

円

94,634 0 1,0

千

94,634

円

14 使 用 料 及 び 手 数 料 710,392 0 710,392

15 国 庫 支 出 金 18,428,431 325,270 18,753,701

1

16 府 支 出 金 4

市

,615,934 18

税

1 4,616,115

2

17 財 産

5

収 入 1,583,45

,

2 0 1,583,45

0

2

18 寄

3

附 金 18,543 0 1

6

8,543

,

19 繰 入 金 5,88

0

9,283 0 5,88

0

9,283

0

20 繰 越 金 639,

0

153 61 639,2

2

14

21

5

諸 収 入 5,624,0

,

22 0 5,624,0

0

22

22

3

市 債 5,449,10

6

0 0 5,449,10

,

0

歳　

0

　入　　合　　計 75

0

,108,144 32

0

5,512 75,433,656

歳

2 地 方 譲 与 税 261

入

,000 0 261,0

－ 10 －



　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 議 会 費 439,171 0 439,171 0 0 0 0

2 総 務 費 7,0

歳

13,927 6,77

　

0 7,020,697

 

6,770 0 0 0

出

款

3 民 生 費 27,591

補

,220 318,50

正

0 27,909,72

前

0 318,500 0 0

の

0

額

4 衛 生 費 4,7

補

53,613 0 4,7

正

53,613 0 0 0 0

額 計

5 労 働 費 67,6

補

41 0 67,641 0

　

0 0 0

　

6 農 林 水 産

正

業 費 176,835 0

　

176,835 0 0 0

　

0

額

7 商 工 費 405

　

,679 0 405,6

　

79 0 0 0 0

の

8 土

　

木 費 15,927,4

　

67 0 15,927,

財

467 0 0 0 0

　

9

　

消 防 費 2,005,9

源

79 0 2,005,9

　

79 0 0 0 0

　

10

内

教 育 費 7,149,6

　

34 242 7,149

　

,876 181 0 0 6

訳

1

特

11 災 害 復 旧 費

　

30,300 0 30,

　

300 0 0 0 0

　

1

　

2 公 債 費 7,498,

　

116 0 7,498,

　

116 0 0 0 0

　

1

定

3 諸 支 出 金 1,998

　

,562 0 1,998

　

,562 0 0 0 0

　　

14 予 備 費 50,00

　

0 0 50,000 0 0

　

0 0

　

歳　　出

財

　　合　　計 75,1

　

08,144 325,

　

512 75,433,

　

656 325,451

　

0 0 61

　　　源
一　 般　 財　 源

国 府 支 出 金 地　

－ 11 －



15 国 庫 支 出 金 18,428,431 325,270 18,753,701

4 国 庫 交 付 金 8,541,492 325,270 8,866,762

15 国庫支出金

4 国庫交付金

1 総 務 費 国 庫 交 付 金 2,274

２

,573 325,27

　

0 2,599,843

歳

1 総 務 管 理 費 325

　

,270  1  地方

　

創生臨時交付金 325

入

,270

交 付 金 　

(

補正後 2,434,

款

648,000円－補

)

正前 2,109,3

(

78,000円

1

項

6 府 支 出 金 4,615

)

,934 181 4,6

科

16,115

2

　

府 補 助 金 642,04

　

2 181 642,22

　

3

2 民 生 費

　

府 補 助 金 538,89

　

9 181 539,08

　

0 2 児 童 福 祉 費 18

目

1 30  母子等自立

補

支援事業費補助金 18

 

1

補 助 金 　補正後

正

     5,956

 

,000円－補正前 

前

    5,775,

 

000円

20 繰 越

の

金 639,153 61

 

639,214

額

1 繰 越 金 639,15

補

3 61 639,214

　

1 前 年 度 繰

正

越 金 639,153 6

　

1 639,214 1

額

前年度繰越金 61  1

計

  前年度繰越金 61

節

　補正後   6

説

39,214,000

　

円－補正前   63

　

9,153,000円

　　　　　　

20 繰越

　

金

1 繰越金

　　　　　　明
款 項 目 区　　分 金　　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款)

(項)

－ 12 －



千

80,000

  

円

          

千

  価格高騰緊急支援

円

給付金 180,000

千

54  エ

円

ネルギー・食料品等物

千

価高騰緊急支援給付金

円

交付事業（こども加算

(

134,000

款

    ）【総務部総

)

務室】

職員手当等

(

     3  

項

199

     

)

    9  時間外

2

及び休日勤務手当 19

総

9

需 用 費   

務

 10  744

費

消 耗 品 費     

7

    1  100

,

印刷製本費   

0

      4  6

1

44

      

3

        封筒

,

他 644

役 務 費

9

    11  7

2

63

通信運搬費 

7

        1 

6

 540

手 数 料 

,

        3 

7

 223

委 託 料

7

    12  1

0

,984

委 託 料 

7

        1 

,

 1,984

  

0

          

2

  給付事務委託他 1

0

,984

3 民生費

1 社

,

会福祉費

697 国庫支出金 6,770

2 徴 税 費 415,807 6,770 422,577 国庫支出金 6,770

2 総務費

2 徴税費

2 賦 課 徴 収 費 102,

３

223 6,770 10

　

8,993 国庫支出金

歳

6,770 12 委 託 料

　

6,770 54  

　

市・府民税賦課システ

出

ム定額減税対応改修事

(

業【市民税室】 6,7

款

70

委 託 料  

)

  12  6,7

(

70

委 託 料   

項

      1  6

)

,770

    

科

          

　

システム改修委託 6,

　

770

3 民 生 費 2

　

7,591,220 3

　

18,500 27,9

　

09,720 国庫支出

　

金 318,500

目

1 社 会 福 祉 費 8,3

補

95,186 318,

正

500 8,713,6

前

86 国庫支出金 318

の

,500

1

額

6 エ ネ ル ギ ー ・ 1,8

補

93,577 318,

　

500 2,212,0

正

77 国庫支出金 318

　

,500 3 職 員 手 当 等

額

398 53  エネ

計

ルギー・食料品等物価

補

高騰緊急支援給付金交

 

付事業（均等割のみ 1

正

84,500

食 料

 

品 等 物 価     

額

課税世帯）【総務部総

 

務室】

高 騰 緊 急 支

の

援 10 需 用 費 1,63

 

6 職員手当等   

財

  3  199

 

給 付 金 交 付 費   

源

       9  

 

時間外及び休日勤務手

内

当 199

11 役 務

 

費 1,701 需 用 費

訳

    10  8

節

92

消 耗 品 費 

説

        1 

　

 100

12 委 託

　

料 4,145 印刷製本

　

費         

　

4  792

 

　

          

　

   封筒他 792

　

13 使 用 料 及 び 62

　

0 役 務 費    1

　

1  938

　

賃 借 料 通信運搬費  

　

       1  

　

660

18 負 担 金

　

補 助 310,000 手

　

数 料        

　

 3  278

及

明

び 交 付 金 委 託 料  

款

  12  2,1

項

61

委 託 料   

目

      1  2

区

,161

    

　

          

　

給付事務委託他 2,1

分

61

    13

金

  使用料及び賃借料

　

310

使 用 料 

　

        1 

額

 310

    

千

18  負担金補助及

円

び交付金 180,0

千

00

交 付 金   

円

      3  1

－ 13 －



千円

(款)

(項)

3 民生費

1 社会福祉費

エ ネ ル ギ ー ・     13  使用料及び賃借料 3103 1 16

食 料 品 等 物 価 使 用 料         1  310

高 騰 緊 急 支 援     18  負

(

担金補助及び交付金

款

130,000

給

)

付 金 交 付 費 交 付 金  

(

       3  

項

130,000

 

)

          

科

   価格高騰緊急支

　

援給付金 130,00

　

0

10 教 育 費 7,

　

149,634 242

　

7,149,876 府

　

支出金 181

一般財源

　

61

1 教 育 総 務

目

費 1,915,472

補

242 1,915,7

正

14 府支出金 181

前

一般財源 61

の

3 教 育 指 導 費 787,

額

198 242 787,

補

440 府支出金 181

　

19 扶 助 費 242 8

正

1  学力保障・学習

　

支援事業（扶助費）【

額

放課後子ども支援室】

計

242

一般財源 6

補

1 扶 助 費    1

 

9  242

扶

正

助 費        

 

 1  242

 

額

          

 

   受験料等助成費

の

242

 財 源 内 訳
節

説　　　

10 教育費

　

1 教育総務費

　　　　　　　　　　　明
款 項 目 区　　分 金　　額

千円 千円 千円 千円 千円

－ 14 －



１　一 般 職

　（１）　総　括

　

注）職員数欄の（　）内は、短時間勤務職員数（外書き）である。

　（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

その他の増加分

比　　　較

補　正　前 61,802 1,716,537

（千円） （千円）

補　正　後 61,802 1,716,537

区　　　分 住 居 手 当 期末勤勉手当

の 内 訳 比　　　較

職員手当 補　正　前 96,585 313,840

補　正　後 96,585 313,840

（千円） （千円）

区　　　分 扶 養 手 当 管 理 職 手 当

1,029

比  較
（△1）

398

1,029

補正前
(1,007)

984,116 4,024,765 3,494,764

補正後
(1,007)

984,116 4,024,765 3,495,162

（人） （千円） （千円） （千円）

給 与 費

　　   給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

区  分 職員数 報 酬 給 料 職 員 手 当

区 分 増 減 額 増減事由別内訳

（千円） （千円）

職 員 手 当 398 1 398 時間外及び休日勤務手当

400,000 648

（千円） （千円）

400,000 648

398

退 職 手 当 単身赴任手当

283,140

534,245 85,757 2,608 282,742

534,245 85,757 2,608

時 間 外 及 び 休 日

（千円） （千円） （千円） 勤務手当 (千円 )

398

地 域 手 当 通 勤 手 当 夜間勤務手当

1,608,295 10,111,940

398

1,608,295 10,112,338

8,503,645

8,504,043

合 計 備 考

（千円） （千円） （千円）

明 細 書

　　   給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費

計 共 済 費

説　　　明 備 考

398 千円

－ 15 －



繰　越　明　許　費　説　明　書

（款）2 総務費

（項）2 徴税費

（目）2 賦課徴収費

（事業名）市・府民税賦課システム定額減税対応改修事業

左　　の　　う　　ち

補 正 後

千円 千円 千円 

　市・府民税賦課システム

6,770 6,770 定額減税対応改修事業にお

いて、事業の完了が翌年度

になることに伴い、必要経

6,770 6,770 費を翌年度において使用す

るため。

予 算 額 繰　　越　　事　　由
その性質上繰り越さなければ
ならないと予想されるもの

補 正 前

計

12 委 託 料 委 託 料

節 細　　節

－ 16 －



（款）3 民生費

（項）1 社会福祉費

（目）16 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金交付費

（事業名）エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金交付事業（均等割のみ課税世帯）

左　　の　　う　　ち

補 正 後

千円 千円 千円 

　エネルギー・食料品等物

199 199 価高騰緊急支援給付金交付

事業（均等割のみ課税世帯）

において、事業の完了が翌

100 100 年度になることに伴い、必

要経費を翌年度において使

用するため。

792 792

660 660

278 278

2,161 2,161

310 310

180,000 180,000

184,500 184,500

印 刷 製 本 費

節 細　　節 予 算 額 繰　　越　　事　　由
その性質上繰り越さなければ
ならないと予想されるもの

補 正 前

通 信 運 搬 費

手 数 料

12 委 託 料 委 託 料

3 職員手当等

10 需 用 費

消 耗 品 費

計

時 間 外 及 び
休 日 勤 務 手当

13
使用料及び
賃 借 料

使 用 料

18
負担金補助
及び交付金

交 付 金

11 役 務 費

－ 17 －



（款）3 民生費

（項）1 社会福祉費

（目）16 エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金交付費

（事業名）エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金交付事業（こども加算）

左　　の　　う　　ち

補 正 後

千円 千円 千円 

　エネルギー・食料品等物

199 199 価高騰緊急支援給付金交付

事業（こども加算）におい

て、事業の完了が翌年度に

100 100 なることに伴い、必要経費

を翌年度において使用する

ため。

644 644

540 540

223 223

1,984 1,984

310 310

130,000 130,000

134,000 134,000計

節 細　　節

手 数 料

3 職員手当等

18
負担金補助
及び交付金

交 付 金

印 刷 製 本 費

需 用 費

役 務 費

予 算 額 繰　　越　　事　　由
その性質上繰り越さなければ
ならないと予想されるもの

補 正 前

時 間 外 及 び
休 日 勤 務 手当

11

10

12 委 託 料 委 託 料

13
使用料及び
賃 借 料

使 用 料

通 信 運 搬 費

消 耗 品 費

－ 18 －



第１２号議案

工事請負契約一部変更の件

令和４年１０月４日議決を経た「第７５号議案 工事請負契約締結の件」の一部を次のように改め

る。

令和６年２月２０日提出

箕面市長 上 島 一 彦

「 ３ 契 約の 金額 ２７３ ， ３８ ３， ００ ０円 」 を「 ３ 契約 の 金額 ３ ０２ ，７ ２９ ，９ ００

円」に改める。

（提案理由）

新病院予定地周辺建物解体工事の請負契約において、設計変更に伴い契約の金額を変更するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定により提案するものである。

－ 19 －



第１３号議案

財産処分の件

次のとおり財産を処分する。

令和６年２月２０日提出

箕面市長 上 島 一 彦

（提案理由）

箕面市立老人福祉センター松寿荘の跡地を処分するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第９６条第１項第８号の規定により提案するものである。

処分する財産（土地）の表示
処分金額 処分の相手方

所在地番 地目 地積

箕面市稲六丁目６８１番５２ 宅地 7,659.25 ㎡ 2,007,909,000 円
岸和田市土生町一丁目４番２３号

フジ住宅株式会社

－ 20 －



第１４号議案

指定管理者の指定の一部変更の件

平成２１年６月２２日議決を経た「第６９号議案 指定管理者の指定の件」（平成３１年３月２５

日、令和元年１０月７日、令和４年３月２８日及び令和５年３月２７日に議決を経て変更したもの）

の一部を次のように改める。

令和６年２月２０日提出

箕面市長 上 島 一 彦

「３ 指定の期間 平成２２年４月１日から令和６年３月３１日まで」を「３ 指定の期間 平成

２２年４月１日から令和７年３月３１日まで」に改める。

（提案理由）

箕面市立あかつき園及び箕面市立ワークセンターささゆりの指定管理者の指定について、その指定

の期間を１年間延長するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定

により提案するものである。

－ 21 －



第 １ ５ 号 議 案

損 害 賠 償 請 求 に 関 す る 和 解 及 び 損 害 賠 償 の 額 を 定 め る 件

次 の と お り 和 解 す る 。

令 和 ６ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出

箕 面 市 長 上 島 一 彦

１ 和 解 の 相 手 方

茨 木 市 在 住 の 個 人

２ 事 故 の 概 要

令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ３ 日 午 後 ８ 時 ２ ４ 分 頃 、相 手 方 が 箕 面 市 小 野 原 東 二 丁 目 １ ０ ８ ３ 番 地 先

市 道 西 宿 小 野 原 線 を 自 転 車 で 走 行 し て い た と こ ろ 、路 面 と グ レ ー チ ン グ の 間 の 段 差 に 衝

突 し て 前 方 に 転 倒 し 、 大 腿 骨 等 を 骨 折 す る と と も に 、 自 転 車 等 を 破 損 し た も の で あ る 。

３ 和 解 の 内 容

本 件 事 故 に よ る 相 手 方 の 損 害 額 は 、 ４ ， ２ ２ ８ ， ２ ４ ９ 円 と し 、 市 は 、 相 手 方 に ３ ， ３

８ ２ ， ６ ０ ０ 円 を 支 払 う 。

－ 22 －



（ 提 案 理 由 ）

市 道 の 管 理 に 係 る 損 害 賠 償 請 求 に つ い て 和 解 す る た め 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６

７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ ２ 号 及 び 第 １ ３ 号 の 規 定 に よ り 提 案 す る も の で あ る 。

－ 23 －



第１６号議案

市道路線の認定及び廃止の件

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項及び第１０条第１項の規定により次のとおり市

道路線の認定及び廃止をする。

令和６年２月２０日提出

箕面市長 上 島 一 彦

認定及び廃止をする市道路線（別紙のとおり）

（提案理由）

市道オ線西２号支線ほか２路線の認定及び市道桜井停車場１号線ほか１路線の廃止をするため、道

路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定により提案するものである。

－ 24 －



別紙

　　認定及び廃止をする市道路線

１　認定路線

路 線 番 号 路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　点 終　　　　　　　　点 重要な経過地

１３８１３ オ線西２号支線 桜ケ丘二丁目１２０番７ 桜ケ丘二丁目１２０番９

３３３３５ 外院橋西７号線 粟生外院二丁目１７７番１ 粟生外院二丁目１８２番５

３３３３６ 新家奥線東支線 粟生外院一丁目１９３番１ 粟生外院一丁目１９７番７

－ 25 －



２　廃止路線

路 線 番 号 路　　　　線　　　　名 起　　　　　　　　点 終　　　　　　　　点 重要な経過地

１３７５９ 桜井停車場１号線 桜井二丁目３２６番１ 桜井二丁目３３１番

１３７８３ 桜井石橋線支線 桜井二丁目３３３番１ 桜井二丁目３２６番１
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第１７号議案

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約の変更に関する

協議の件

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定により、豊中市・吹田市・池田市・

箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約を別紙のとおり変更することについて豊中市、吹田市、

池田市及び摂津市と協議する。

令和６年２月２０日提出

箕面市長 上 島 一 彦

（提案理由）

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約を変更するに当たり、豊中

市、吹田市、池田市及び摂津市と協議するため、地方自治法第２５２条の６の規定によりその例によ

ることとされる同法第２５２条の２の２第３項本文の規定により提案するものである。
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別紙

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会

規約の一部を変更する規約

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会規約の一部

を次のように変更する。

第５条中「吹田市江坂町１丁目２１番６号吹田市消防本部内」を「吹田市佐竹

台１丁目６番３号吹田市総合防災センター内」に改める。

附 則

この規約は、令和６年４月１日から施行する。

－ 28 －



第
十
八
号
議
案

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
箕
面
市
条
例
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
次
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
定
め
る
額
（
」
の
下
に
「
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
、
」
を
加
え
、
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員

の
う
ち
、
」
を
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
」
に
改
め
、
「
定
め
る
職
員
」
の
下
に

「
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
十
二
条
の
三

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
場
所
に
お

い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
規
則
で
定
め
る

時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間

に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務

等
手
当
を
支
給
す
る
。

２

在
宅
勤
務
等
手
当
の
月
額
は
、
三
千
円
と
す
る
。
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３

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

一
般
職
の
職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
新
設
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の

で
あ
る
。
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第
十
九
号
議
案

箕
面
市
財
政
運
営
基
本
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
財
政
運
営
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
財
政
運
営
基
本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
財
政
運
営
基
本
条
例
（
平
成
二
十
六
年
箕
面
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
三
条
」
を
「
第
二
十
四
条
」
に
、
「
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十

五
条
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

新
市
立
病
院
整
備
特
定
事
業
（
箕
面
市
立
病
院
の
管
理
を
指
定
管
理
者
（
地
方

自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
行
わ
せ
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
係
る
事
業
及
び
当
該
市
立
病
院
を

船
場
地
区
に
移
転
し
て
新
た
に
建
設
す
る
事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
第
一
号
に
掲
げ
る
財
源
を
も
っ
て
賄
い
、
な
お
不
足
す
る

と
き
は
第
二
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と

し
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
二
十
四
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

第
五
章
中
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
新
市
立
病
院
整
備
特
定
事
業
の
財
源
の
確
保
）

第
二
十
四
条

新
市
立
病
院
整
備
特
定
事
業
に
係
る
費
用
（
当
該
特
定
事
業
の
実
施
に

伴
い
発
行
し
た
市
債
の
償
還
の
た
め
の
費
用
を
含
む
。
）
は
、
予
算
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
国
又
は
大
阪
府
の
補
助
金
、
指
定
管
理
者
の
負
担
金
等
の
ほ
か
、
第
一
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号
に
掲
げ
る
財
源
を
も
っ
て
賄
い
、
な
お
不
足
す
る
と
き
は
第
二
号
に
掲
げ
る
財
源

を
も
っ
て
賄
う
も
の
と
す
る
。

一

ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
会
計
繰
入
金
（
箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
の
設
置
等
に

関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
箕
面
市
条
例
第
三
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
ボ
ー

ト
レ
ー
ス
事
業
の
収
入
か
ら
同
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
必
要
な
範
囲
の
経
費
を
差

し
引
い
た
上
で
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
そ
の
余
の
資
金
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）

二

箕
面
市
新
市
立
病
院
整
備
基
金
の
積
立
金

２

市
は
、
毎
年
度
繰
り
入
れ
ら
れ
る
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
会
計
繰
入
金
が
新
市
立
病

院
整
備
特
定
事
業
に
係
る
そ
の
年
度
の
資
金
必
要
額
を
上
回
る
と
き
は
、
そ
の
余
剰

を
箕
面
市
新
市
立
病
院
整
備
基
金
に
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。

３

市
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
源
が
新
市
立
病
院
整
備
特
定
事
業
に
係
る
資
金

必
要
額
に
満
た
な
い
と
き
は
、
施
設
の
整
備
に
係
る
費
用
（
当
該
整
備
の
実
施
に
伴

い
発
行
し
た
市
債
の
償
還
の
た
め
の
費
用
を
含
む
。
）
に
限
り
、
箕
面
市
都
市
施
設

整
備
基
金
の
積
立
金
を
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
基
金

か
ら
使
用
し
た
積
立
金
は
、
当
該
特
定
事
業
の
終
了
後
速
や
か
に
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事

業
会
計
繰
入
金
か
ら
補
填
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
当
該
特
定
事
業
に
係
る
費
用
の
支
出
が
市
債
の
償
還
の

み
に
な
り
、
か
つ
、
」
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
み
ん
な
の
箕
面
の
緑
の
寄
附
条
例
の
一
部
改
正
）

２

み
ん
な
の
箕
面
の
緑
の
寄
附
条
例
（
平
成
二
十
一
年
箕
面
市
条
例
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、

第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

箕
面
市
新
市
立
病
院
整
備
基
金

第
四
条
第
一
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号

と
す
る
。

（
箕
面
市
立
病
院
医
療
体
制
整
備
基
金
条
例
の
一
部
改
正
）

３

箕
面
市
立
病
院
医
療
体
制
整
備
基
金
条
例
（
平
成
三
十
年
箕
面
市
条
例
第
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

箕
面
市
新
市
立
病
院
整
備
基
金
条
例

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
設
置
）

第
一
条

箕
面
市
立
病
院
の
管
理
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七

号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め

の
体
制
の
整
備
及
び
船
場
地
区
に
移
転
す
る
当
該
市
立
病
院
の
整
備
に
要
す
る
費

用
に
充
て
る
た
め
、
箕
面
市
新
市
立
病
院
整
備
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い

う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
提
案
理
由
）

北
大
阪
急
行
南
北
線
延
伸
特
定
事
業
の
財
源
が
確
保
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
関
係
規
定

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
船
場
地
区
に
移
転
す
る
箕
面
市
立
病
院
の
整
備
に
つ
い
て
新

た
に
特
定
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
号
議
案

箕
面
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

利
用
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情

報
の
提
供
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
及
び
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
条
例

（
平
成
二
十
七
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
六
号
を
第
九
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

六

準
法
定
事
務

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
法
定
事
務
を
い
う
。

七

特
定
個
人
番
号
利
用
事
務

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
特
定
個
人
番
号

利
用
事
務
を
い
う
。

八

利
用
特
定
個
人
情
報

法
第
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
利
用
特
定
個
人
情
報

を
い
う
。

第
四
条
第
一
項
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
」
に
改
め
、
「
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
」

の
下
に
「
（
準
法
定
事
務
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事

務
」
を
「
特
定
個
人
番
号
利
用
事
務
」
に
、
「
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
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報
」
を
「
利
用
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
特
定
個
人
情
報
」
を

「
利
用
特
定
個
人
情
報
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
法
別
表
第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
」
を
「
特
定
個
人
番
号

利
用
事
務
」
に
、
「
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
」
を
「
利
用
特
定
個
人

情
報
」
に
、
「
当
該
特
定
個
人
情
報
」
を
「
当
該
利
用
特
定
個
人
情
報
そ
の
他
規
則
で

定
め
る
特
定
個
人
情
報
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
備
す
る
た

め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
一
号
議
案

箕
面
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
等

改
正
の
件

箕
面
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
箕
面
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正
）

第
一
条

箕
面
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和

元
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
こ
の
条
及
び
第
二
十
二
条
に
お
い
て
」
を
「
こ
れ
ら
の
日

を
」
に
、「
同
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

第
十
三
条
の
二

勤
勉
手
当
は
、
基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
任
期
の
定
め
が
六

箇
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則

で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
支
給
日
に
支

給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
任
期
の

定
め
が
六
箇
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
規
則
で
定
め
る
者
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。
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２

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉

手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
一
週
間
当
た
り
の
正
規
の
勤
務
時
間
が
規
則
で
定
め
る

時
間
未
満
の
」
を
「
規
則
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）

第
二
十
二
条
の
二

勤
勉
手
当
は
、
基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
任
期
の
定
め
が

六
箇
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て

規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
支
給
日

に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
任

期
の
定
め
が
六
箇
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
規
則
で
定
め

る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉

手
当
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額

に
、
規
則
で
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

４

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職

員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

６

前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤

勉
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
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第
二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
一
条

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
給
与
の
口
座
振
替
）

第
二
十
四
条

給
与
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
か
ら
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
口
座

振
替
に
よ
っ
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一

部
改
正
）

第
二
条

箕
面
市
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
令
和
五
年
箕
面
市
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
う
ち
箕
面
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
の
改
正
規
定
中
「
百
分
の
七
十
二
・

五
」
を
「
百
分
の
百
二
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

（
箕
面
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

箕
面
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
四
年
箕
面
市
条
例
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中
「
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条
中
「
地
方
公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
提
案
理
由
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
会
計
年
度
任

用
職
員
の
勤
勉
手
当
の
支
給
に
係
る
規
定
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の

で
あ
る
。
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第
二
十
二
号
議
案

箕
面
市
地
域
公
共
交
通
整
備
基
金
条
例
制
定
の
件

箕
面
市
地
域
公
共
交
通
整
備
基
金
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
地
域
公
共
交
通
整
備
基
金
条
例

（
設
置
）

第
一
条

本
市
に
お
け
る
新
た
な
地
域
公
共
交
通
の
実
証
事
業
及
び
整
備
に
要
す
る
経

費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
箕
面
市
地
域
公
共
交
通
整
備
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と

い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条

基
金
は
、
毎
年
度
、
大
阪
大
学
箕
面
キ
ャ
ン
パ
ス
跡
地
の
活
用
等
に
よ
る
予

算
の
範
囲
内
で
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
政
の
状
況
に
よ
っ
て
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
管
理
）

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利

な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、

こ
の
基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
繰
替
運
用
）

第
五
条

市
長
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、

期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
処
分
）

第
六
条

基
金
は
、
第
一
条
の
設
置
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
に
充
て

る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

新
た
な
地
域
公
共
交
通
の
実
証
事
業
及
び
整
備
を
行
う
た
め
の
基
金
を
設
置
す
る
た

め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
三
号
議
案

箕
面
市
議
会
議
員
及
び
箕
面
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
議
会
議
員
及
び
箕
面
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
議
会
議
員
及
び
箕
面
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
議
会
議
員
及
び
箕
面
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す

る
条
例
（
平
成
三
十
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
イ
中
「
一
万
五
千
八
百
円
」
を
「
一
万
六
千
百
円
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
七
千
五
百
六
十
円
」
を
「
七
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
及
び
第
八
条
中
「
七
円
五
十
一
銭
」
を
「
七
円
七
十
三
銭
」
に
改
め

る
。第

九
条
第
二
項
中
「
五
百
二
十
五
円
六
銭
」
を
「
五
百
四
十
一
円
三
十
一
銭
」
に
、

「
三
十
一
万
五
百
円
」
を
「
三
十
一
万
六
千
二
百
五
十
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
区
分
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
箕
面
市
議
会
議
員
及
び
箕
面
市
長
の
選
挙
に
お
け
る

選
挙
運
動
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
る
選
挙
に
つ
い
て
適
用
し
、
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施
行
日
の
前
日
ま
で
に
そ
の
期
日
を
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
箕
面

市
議
会
議
員
及
び
箕
面
市
長
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
運
動
の
公
費
負
担
の
限
度
額
を
引

き
上
げ
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
四
号
議
案

箕
面
市
地
方
自
治
法
等
の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条

例
制
定
の
件

箕
面
市
地
方
自
治
法
等
の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
地
方
自
治
法
等
の
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条

例

（
箕
面
市
監
査
委
員
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

箕
面
市
監
査
委
員
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
箕
面
市
条
例
第
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二

の
八
第
三
項
」
に
改
め
る
。

（
箕
面
市
上
下
水
道
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
改
正
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
八
項
」
を

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
八
第
八
項
」
に
改
め
る
。

一

箕
面
市
上
下
水
道
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
箕
面
市
条

例
第
三
十
五
号
）
第
七
条

二

箕
面
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
箕
面
市
条
例
第

二
十
四
号
）
第
八
条

三

箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二
年
箕
面
市
条

例
第
三
十
一
号
）
第
六
条

（
箕
面
市
職
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）
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第
三
条

箕
面
市
職
員
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
の
免
責
に
関
す
る
条
例
（
令
和
二

年
箕
面
市
条
例
第
一
号
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七

第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の

二
の
七
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
」
を

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
七
第
一
項
」
に
、
「
第
百
七
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」

を
「
第
百
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
等
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定

を
整
理
す
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
五
号
議
案

箕
面
市
立
小
・
中
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
立
小
・
中
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
立
小
・
中
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

箕
面
市
立
小
・
中
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
箕
面
市
条

例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
の
改
正
規
定
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

本
則
の
表
中

「

」

「

に
、

」

「

」

「

」

る
。附

則
中
「
十
年
」
を
「
十
四
年
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

をに
改
め

箕
面
市
立
彩
都
の
丘
小
学
校

箕
面
市
彩
都
粟
生
北
二
丁
目
一
番
五
号

（
仮
称
）箕
面
市
立
船
場
小
学
校

箕
面
市
立
彩
都
の
丘
小
学
校

箕
面
市
萱
野
五
丁
目
七
番

箕
面
市
彩
都
粟
生
北
二
丁
目
一
番
五
号

箕
面
市
立
第
五
中
学
校

箕
面
市
萱
野
五
丁
目
七
番

箕
面
市
立
第
五
中
学
校

箕
面
市
稲
四
丁
目
三
番
一
二
号

を
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（
提
案
理
由
）

箕
面
市
立
第
五
中
学
校
の
位
置
及
び
（
仮
称
）
箕
面
市
立
船
場
小
学
校
の
設
置
を
定

め
る
箕
面
市
立
小
・
中
学
校
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
変
更

す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
六
号
議
案

箕
面
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
等
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
等
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

箕
面
市
い
じ
め
問
題
対
策
連
絡
協
議
会
等
条
例
（
令
和
元
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
「
及
び
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
削
る
。

第
六
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
諮
問
」
を
「
求
め
」
に
、
「
調
査
審
議
し
、
答

申
す
る
」
を
「
意
見
を
述
べ
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中

「
前
三
号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
七
条
第
五
項
中
「
を
調
査
審
議
さ
せ
る
」
を
「
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
調
査
審
議
」
を
「
業
務
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条

削
除

第
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
調
査
補
助
員
）

第
十
二
条

第
三
者
調
査
委
員
会
は
、
第
十
条
に
規
定
す
る
重
大
事
態
に
係
る
事
実
関

係
の
調
査
を
補
助
さ
せ
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
調
査
補
助
員
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

２

調
査
補
助
員
は
、
諮
問
さ
れ
た
重
大
事
態
に
関
し
利
害
関
係
を
有
せ
ず
、
第
三
者
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調
査
委
員
会
が
適
当
と
認
め
た
者
の
う
ち
か
ら
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。

３

調
査
補
助
員
は
、
第
三
者
調
査
委
員
会
の
指
示
に
よ
り
調
査
を
補
助
し
、
又
は
そ

の
結
果
を
第
三
者
調
査
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

４

調
査
補
助
員
の
任
期
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
嘱
の
日
か
ら
第
三
者
調
査
委

員
会
が
指
示
し
た
調
査
補
助
の
業
務
が
終
了
す
る
日
ま
で
と
す
る
。

第
十
五
条
中
「
第
八
条
及
び
第
十
一
条
」
を
「
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
」
に
、

「
第
八
条
第
二
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第

二
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

箕
面
市
い
じ
め
等
調
整
委
員
会
等
の
所
掌
事
務
及
び
組
織
の
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、

本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
七
号
議
案

箕
面
市
証
明
そ
の
他
の
手
数
料
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
証
明
そ
の
他
の
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
証
明
そ
の
他
の
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
証
明
そ
の
他
の
手
数
料
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
箕
面
市
条
例
第
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
第
七
号
中
「
別
表
百
二
十
六
の
項
」
を
「
別
表
百
二
十
八
の
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
表
二
十
九
の
項
」
を
「
別
表
三
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
別
表
七
十
二
の
項
か
ら
八
十
七
の
項
ま
で
」
を
「
別
表
七
十
四
の
項
か

ら
八
十
九
の
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

別
表
十
三
の
項
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
百
二
十
条
の
二
第
一

項
」
を
加
え
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
さ
れ
た
戸
籍
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事

項
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
書
面
」
を
「
戸
籍
証
明
書
」
に
改
め
、
同
表
中

百
四
十
七
の
項
を
百
四
十
九
の
項
と
し
、
八
十
五
の
項
か
ら
百
四
十
六
の
項
ま
で
を
二

項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
八
十
四
の
項
中
「
八
十
の
項
」
を
「
八
十
二
の
項
」
に
、

「
八
十
二
の
項
」
を
「
八
十
四
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
十
六
の
項
と
し
、
同

表
八
十
三
の
項
中
「
七
十
九
の
項
」
を
「
八
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
十

五
の
項
と
し
、
同
表
中
八
十
二
の
項
を
八
十
四
の
項
と
し
、
八
十
一
の
項
を
八
十
三
の

項
と
し
、
八
十
の
項
を
八
十
二
の
項
と
し
、
同
表
七
十
九
の
項
中
「
八
十
五
の
項
」
を

「
八
十
七
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
八
十
一
の
項
と
し
、
同
表
中
七
十
八
の
項
を

八
十
の
項
と
し
、
六
十
一
の
項
か
ら
七
十
七
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
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六
十
の
項
中
「
六
十
三
の
項
、
六
十
八
の
項
及
び
六
十
九
の
項
」
を
「
六
十
五
の
項
、

七
十
の
項
及
び
七
十
一
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
二
の
項
と
し
、
同
表
中
五

十
九
の
項
を
六
十
一
の
項
と
し
、
同
表
五
十
八
の
項
中
「
六
十
三
の
項
」
を
「
六
十
五

の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
六
十
の
項
と
し
、
同
表
中
五
十
七
の
項
を
五
十
九
の
項

と
し
、
五
十
六
の
項
を
五
十
八
の
項
と
し
、
同
表
五
十
五
の
項
中
「
五
十
七
の
項
、
五

十
九
の
項
、
六
十
の
項
、
六
十
二
の
項
及
び
六
十
三
の
項
」
を
「
五
十
九
の
項
、
六
十

一
の
項
、
六
十
二
の
項
、
六
十
四
の
項
及
び
六
十
五
の
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
五

十
七
の
項
と
し
、
同
表
中
五
十
四
の
項
を
五
十
六
の
項
と
し
、
二
十
の
項
か
ら
五
十
三

の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
表
十
九
の
項
中
「
又
は
第
百
二
十
六
条
」
を
削

り
、
「
書
類
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
書

等
情
報
の
内
容
を
表
示
し
た
も
の
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
二
十
一
の
項
と
し
、
同
表

中
十
八
の
項
を
二
十
の
項
と
し
、
同
表
十
七
の
項
中
「
又
は
同
法
」
を
「
、
同
法
」
に

改
め
、
「
事
項
の
証
明
書
の
交
付
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
百
二
十
条
の
六
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
く
届
書
等
情
報
の
内
容
の
証
明
書
の
交
付
」
を
加
え
、
同
項
を
同
表
十
九

の
項
と
し
、
同
表
中
十
六
の
項
を
十
七
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
八

戸
籍
法
第
百
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号

の
発
行
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に

よ
り
除
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号
の

発
行
を
行
う
場
合
（
当
該
発
行
に
係
る
除
籍

電
子
証
明
書
の
請
求
が
同
項
の
規
定
に
よ
り

同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

一
件

七
〇
〇
円
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別
表
十
五
の
項
中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
百
二
十
条
の
二
第
一

項
」
を
加
え
、
「
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
さ
れ
た
除
か
れ
た
戸
籍
に
記
録
さ
れ

て
い
る
事
項
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
証
明
し
た
書
面
」
を
「
除
籍
証
明
書
」
に
改
め
、

同
項
を
同
表
十
六
の
項
と
し
、
同
表
十
四
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
五

戸
籍
法
第
百
二
十
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
く
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別
符
号

の
発
行
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政

の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
五
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電

子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
（
地
方

公
共
団
体
の
手
数
料
の
標
準
に
関
す
る
政
令

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
金
額
等
を

定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
自
治
省
令
第
五

号
）
第
一
条
の
二
に
定
め
る
方
法
に
限
る
。

以
下

こ
の
項
及
び
十

八
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
よ
り
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用
識
別

一
件

四
〇
〇
円

用
す
る
方

法
に
よ
り
行
わ

れ
た

場
合
に
限

る
。
）
に
お
け
る
当
該
発
行
及
び
除
籍
電
子
証

明
書
提
供
用
識
別
符
号
の
発
行
に
係
る
除
籍

電
子
証
明
書
の
請
求
を
行
う
者
が
同
時
に
当

該
除
籍
電
子
証
明
書
が
証
明
す
る
事
項
と
同

一
の
事
項
を
証
明
す
る
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄

本
若
し
く
は
抄
本
又
は
除
籍
証
明
書
の
請
求

を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
発
行
を
除
く
。
）
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別
表
備
考
第
三
号
中
「
二
十
七
の
項
」
を
「
二
十
九
の
項
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第

四
号
中
「
三
十
一
の
項
か
ら
三
十
三
の
項
ま
で
」
を
「
三
十
三
の
項
か
ら
三
十
五
の
項

ま
で
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
五
号
中
「
四
十
六
の
項
、
百
二
十
五
の
項
、
百
三
十
五

の
項
、
百
四
十
五
の
項
及
び
百
四
十
六
の
項
」
を
「
四
十
八
の
項
、
百
二
十
七
の
項
、

百
三
十
七
の
項
、
百
四
十
七
の
項
及
び
百
四
十
八
の
項
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
六
号

中
「
七
十
二
の
項
か
ら
八
十
七
の
項
ま
で
」
を
「
七
十
四
の
項
か
ら
八
十
九
の
項
ま

で
」
に
改
め
、
同
表
備
考
第
七
号
及
び
第
八
号
中
「
百
二
十
六
の
項
」
を
「
百
二
十
八

の
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

符
号
の
発
行
を
行
う
場
合
（
当
該
発
行
に
係

る
戸
籍
電
子
証
明
書
の
請
求
が
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法

律
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方

法
に
よ
り
行
わ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）
に
お
け

る
当
該
発
行
及
び
戸
籍
電
子
証
明
書
提
供
用

識
別
符
号
の
発
行
に
係
る
戸
籍
電
子
証
明
書

の
請
求
を
行
う
者
が
同
時
に
当
該
戸
籍
電
子

証
明
書
が
証
明
す
る
事
項
と
同
一
の
事
項
を

証
明
す
る
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
又
は

戸
籍
証
明
書
の
請
求
を
行
う
場
合
に
お
け
る

当
該
発
行
を
除
く
。
）
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（
提
案
理
由
）

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
戸
籍
謄
本
等

の
広
域
交
付
等
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
八
号
議
案

箕
面
市
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

箕
面
市
子
ど
も
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条
例
（
平
成
五
年
箕
面
市
条
例
第
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
「
婚
姻
に
よ
り
成
年
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
対
象
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
対
象
者
」
を
「
成
年
に
達
し
た
対
象
者
を
含
む
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
五
十
九
号
）
に
基
づ
く
婚
姻

に
よ
る
成
年
擬
制
に
関
す
る
経
過
措
置
の
終
了
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
備
す
る
た
め
、

本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
二
十
九
号
議
案

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
条
例
制
定
の
件

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
条
例

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
条
例
（
平
成
二
十
三
年
箕
面
市
条
例
第
三
十

三
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
設
置
）

第
一
条

箕
面
市
国
民
健
康
保
険
事
業
（
以
下
「
事
業
」
と
い
う
。
）
の
健
全
な
運
営
に

資
す
る
た
め
、
箕
面
市
国
民
健
康
保
険
財
政
調
整
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。
）

を
設
置
す
る
。

（
積
立
て
）

第
二
条

基
金
は
、
箕
面
市
特
別
会
計
国
民
健
康
保
険
事
業
費
（
以
下
「
国
保
特
会
」

と
い
う
。
）
の
歳
入
歳
出
の
決
算
上
剰
余
金
が
生
じ
た
場
合
に
限
り
、
当
該
剰
余
金
の

額
の
範
囲
内
に
お
い
て
国
保
特
会
の
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
積
み
立
て
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
管
理
）

第
三
条

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利

な
方
法
に
よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
用
益
金
の
処
理
）

第
四
条

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
国
保
特
会
の
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の

基
金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。

（
繰
替
運
用
）

第
五
条

市
長
は
、
財
政
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
確
実
な
繰
戻
し
の
方
法
、
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期
間
及
び
利
率
を
定
め
て
、
基
金
に
属
す
る
現
金
を
歳
計
現
金
に
繰
り
替
え
て
運
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
処
分
）

第
六
条

基
金
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
る
国
民
健
康
保

険
事
業
費
納
付
金
の
不
足
額
に
充
当
す
る
場
合
そ
の
他
の
大
阪
府
国
民
健
康
保
険

運
営
方
針
（
法
第
八
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
阪
府
が
定
め
た
都
道
府

県
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
を
い
う
。
）
に
お
い
て
基
金
を
繰
り
出
す
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
限
り
、
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
任
）

第
七
条

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

市
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

国
民
健
康
保
険
の
完
全
広
域
化
に
伴
い
、
市
が
保
有
す
る
基
金
の
取
扱
い
に
つ
い
て

大
阪
府
国
民
健
康
保
険
運
営
方
針
の
と
お
り
に
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
制
定
す
る
も

の
で
あ
る
。
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第
三
十
号
議
案

箕
面
市
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
五
年
箕
面
市
条
例
第
五
十
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
中
「
第
七
十
七
条
第
三
項
」
を
「
第
七
十
七
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十

七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
す
る
た
め
、
本
条
例

を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
三
十
一
号
議
案

箕
面
市
立
障
害
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
立
障
害
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
立
障
害
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
立
障
害
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
八
年
箕
面
市
条
例
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

改
正
後
の
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
設
置
さ
れ
る
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
関
す

る
業
務
を
行
わ
せ
る
者
の
選
定
及
び
指
定
の
手
続
そ
の
他
セ
ン
タ
ー
の
管
理
に
必
要

な
準
備
行
為
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
称
）
箕
面
市
立
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
中
部

箕
面
市
萱
野
四
丁
目
一
六
五
七
番
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（
提
案
理
由
）

（
仮
称
）
箕
面
市
立
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
中
部
を
新
た
に
設
置
す
る
た
め
、
本
条
例
を

改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
三
十
二
号
議
案

箕
面
市
病
院
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
改
正

の
件

箕
面
市
病
院
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
病
院
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
病
院
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年

箕
面
市
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
八
条
の
三

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
場
所
に
お

い
て
、
正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
管
理
者
が
定
め

る
時
間
を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
管
理
者
が
定
め
る
期
間
以
上
の
期

間
に
つ
い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤

務
等
手
当
を
支
給
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
期
末
手
当
」
の
下
に
「
、
勤
勉
手
当
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
提
案
理
由
）

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
新
設
し
、
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
三
十
三
号
議
案

箕
面
市
建
築
基
準
法
施
行
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
箕
面
市
条
例
第
六
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
建
築
主
事
」
を
「
建
築
主
事
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
七
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
八
の
表
中
六
十
四
の
項
を
六
十
五
の
項
と
し
、
六
十
三
の
項
を
六
十
四
の

項
と
し
、
六
十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
条
の
八
の
表
備
考
第
五
号
中
「
六
十
三
の
項
」
を
「
六
十
四
の
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

六
十
三

令
第
百
三
十
七
条
の
十
二
第
六
項
又
は
第
七
項
の
規

定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

二
七
、
〇
〇
〇
円
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（
提
案
理
由
）

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
等
の
改
正
に
伴
い
、
建
築
基
準

適
合
判
定
資
格
者
検
定
制
度
の
見
直
し
等
に
係
る
関
係
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、

既
存
不
適
格
建
築
物
の
大
規
模
修
繕
等
に
お
け
る
接
道
義
務
又
は
道
路
内
建
築
制
限
の

緩
和
に
係
る
認
定
の
手
数
料
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
三
十
四
号
議
案

箕
面
市
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
認
定
等
に

係
る
事
務
手
数
料
条
例
及
び
箕
面
市
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
判
定
等
に
係
る
事
務
手
数
料
条
例
改

正
の
件

箕
面
市
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
認
定
等
に
係
る
事
務
手

数
料
条
例
及
び
箕
面
市
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
判
定
等
に
係
る
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
認
定
等
に

係
る
事
務
手
数
料
条
例
及
び
箕
面
市
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
判
定
等
に
係
る
事
務
手
数
料
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
箕
面
市
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
認
定
等
に
係
る
事
務

手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

箕
面
市
都
市
の
低
炭
素
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
認
定
等
に
係
る

事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
四
年
箕
面
市
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
の
表
備
考
第
三
号
イ
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向

上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法

律
」
に
改
め
る
。

（
箕
面
市
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
判
定
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等
に
係
る
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

箕
面
市
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く

判
定
等
に
係
る
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
八
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

箕
面
市
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律

に
基
づ
く
判
定
等
に
係
る
事
務
手
数
料
条
例

第
一
条
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
」
を
「
建

築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
号
中
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
」
を
「
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第

五
十
三
号
）
及
び
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
五
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
す
る

た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
三
十
五
号
議
案

箕
面
市
宅
地
造
成
等
規
制
法
事
務
手
数
料
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
宅
地
造
成
等
規
制
法
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
宅
地
造
成
等
規
制
法
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

箕
面
市
宅
地
造
成
等
規
制
法
事
務
手
数
料
条
例
（
平
成
二
十
二
年
箕
面
市
条
例
第
四

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

箕
面
市
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
事
務
手
数
料
条
例

第
一
条
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
」
に

改
め
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
七
年
建
設
省
令
第
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
手
数
料
）

第
二
条

別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
金
額
の
手

数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
表
（
第
二
条
関
係
）

二 一項

法
第
十
二

条
第
一
項

の
許
可
（

土
石
の
堆

積
に
係
る

法
第
十
二

条
第
一
項

の
許
可
（

土
石
の
堆

積
（
法
第

二
条
第
四

号
に
規
定

す
る
土
石

の
堆
積
を

い
う
。
以

下
同
じ
。）

に
係
る
も

の
を
除
く
。）

の
申
請
を

し
よ
う
と

す
る
者

区
分

土
石
の
堆
積
を
行
う
土
地
（
以

下
「
土
石
の
堆
積
の
土
地
」
と

い
う
。
）
の
面
積
が
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
十
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
七
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
十
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
四
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
二
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
三
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛

土

又

は

切

土

を

す

る

土

地

（
以
下
「
盛
土
等
の
土
地
」
と

い
う
。
）
の
面
積
が
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

一
二
、
一
〇
〇
円

七
二
三
、
六
〇
〇
円

五
四
一
、
五
〇
〇
円

三
七
七
、
二
〇
〇
円

二
三
五
、
二
〇
〇
円

一
五
〇
、
六
〇
〇
円

九
六
、
三
〇
〇
円

七
一
、
六
〇
〇
円

五
七
、
三
〇
〇
円

三
七
、
三
〇
〇
円

二
五
、
九
〇
〇
円

一
四
、
三
〇
〇
円

金
額
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三

法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
許
可
（
土

石
の
堆
積
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者

積
に
係
る

も
の
に
限

る

。
）

の

申
請
を
し

よ
う
と
す

る
者

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

十
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

七
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
十

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一

万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積
が

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

申
請
一
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る

額
を
合
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
そ

の
額
が
七
二
三
、
六
〇
〇
円
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の
額

は

、

七

二

三

、

六

〇

〇

円

と

す

る
。

イ

盛
土
等
の
土
地
に
係
る
宅
地

造
成
（
法
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
宅
地
造
成
を
い
う
。
以

下

同
じ

。
）
又

は
特

定
盛
土

等

（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
特

定

盛

土

等

を

い

う

。

以

下

同

一
四
四
、
二
〇
〇
円

一
一
五
、
四
〇
〇
円

七
七
、
四
〇
〇
円

五
六
、
七
〇
〇
円

四
一
、
七
〇
〇
円

三
四
、
八
〇
〇
円

三
〇
、
八
〇
〇
円

二
二
、
〇
〇
〇
円

一
七
、
八
〇
〇
円

一
五
、
一
〇
〇
円
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四

法
第
十
六
条
第
一
項
の
変
更
の
許
可
（
土

石
の
堆
積
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者

申
請
一
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る

額
を
合
算
し
た
額
。
た
だ
し
、
そ

の
額
が
一
四
四
、
二
〇
〇
円
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
手
数
料
の
額

は

、

一

四

四

、

二

〇

〇

円

と

す

る
。

イ

土
石
の
堆
積
の
土
地
に
係
る

土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の

計
画
の
変
更
（
ロ
の
み
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

は
、
土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面

積
（
ロ
に
規
定
す
る
変
更
を
伴

う
場
合
（
併
せ
て
当
該
計
画
の

定

盛

土

等

を

い

う

。

以

下

同

じ
。
）
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の

変
更
（
ロ
の
み
に
該
当
す
る
場

合
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
盛

土
等
の
土
地
の
面
積
（
ロ
に
規

定
す
る
変
更
を
伴
う
場
合
（
併

せ
て
当
該
計
画
の
変
更
前
の
盛

土
等
の
土
地
の
面
積
が
減
少
す

る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は

当
該
計
画
の
変
更
前
の
盛
土
等

の
土
地
の
面
積
、
当
該
計
画
の

変
更
前
の
盛
土
等
の
土
地
の
面

積
が
減
少
す
る
場
合
に
あ
っ
て

は
当
該
計
画
の
変
更
前
の
盛
土

等
の
土
地
の
面
積
か
ら
当
該
減

少
に
係
る
盛
土
等
の
土
地
の
面

積
を
減
じ
た
面
積
）
に
応
じ
一

の
項
に
規
定
す
る
額
に
十
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額

に
五
十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、

五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数

を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
百

円

に

切

り

上

げ

る

も

の

と

す

る
。
）

ロ

新
た
に
盛
土
等
の
土
地
を
加

え
る
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変

更
に
つ
い
て
は
、
新
た
に
加
え

る
盛
土
等
の
土
地
の
面
積
に
応

じ
一
の
項
に
規
定
す
る
額

ハ

そ

の

他

の

変

更

に

つ

い

て

は
、
一
三
、
五
〇
〇
円
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五

法
第
十
八

条
第
一
項

の
検
査
の

申
請
を
し

よ
う
と
す

る
者
（
法

第
十
五
条

第
一
項
の

規
定
に
よ

り
、
法
第

十
二
条
第

一
項
の
許

可
が
あ
っ

た
も
の
と

み
な
さ
れ

た
者
を
除

く
。
）

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
五
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
三
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
五
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
二
千

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
三
千
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
千
平

方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

七
、
〇
〇
〇
円

六
、
一
〇
〇
円

五
、
五
〇
〇
円

四
、
八
〇
〇
円

四
、
三
〇
〇
円

三
、
九
〇
〇
円

う
場
合
（
併
せ
て
当
該
計
画
の

変
更
前
の
土
石
の
堆
積
の
土
地

の
面
積
が
減
少
す
る
場
合
を
除

く
。
）
に
あ
っ
て
は
当
該
計
画
の

変
更
前
の
土
石
の
堆
積
の
土
地

の
面
積
、
当
該
計
画
の
変
更
前

の
土
石
の
堆
積
の
土
地
の
面
積

が
減
少
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

当
該
計
画
の
変
更
前
の
土
石
の

堆
積
の
土
地
の
面
積
か
ら
当
該

減
少
に
係
る
土
石
の
堆
積
の
土

地
の
面
積
を
減
じ
た
面
積
）
に

応
じ
二
の
項
に
規
定
す
る
額
に

十

分

の

一

を

乗

じ

て

得

た

額

（
そ
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端

数
が
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切

り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未

満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。
）

ロ

新
た
に
土
石
の
堆
積
の
土
地

を
加
え
る
土
石
の
堆
積
に
関
す

る
工
事
の
計
画
の
変
更
に
つ
い

て
は
、
新
た
に
加
え
る
土
石
の

堆
積
の
土
地
の
面
積
に
応
じ
二

の
項
に
規
定
す
る
額

ハ

そ

の

他

の

変

更

に

つ

い

て

は
、
一
三
、
五
〇
〇
円
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六

省
令
第
八

十
八
条
の

書
面
の
交

付
を
受
け

よ
う
と
す

る
者

法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十

六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
に

関
す
る
工
事
で
な
い
こ
と
を
証

す
る
書
面
の
交
付
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
十
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
七
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
十
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
四
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
七
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
二
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
四
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

盛
土
等
の
土
地
の
面
積
が
一
万

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
二
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
一
万
平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き

六
五
〇
円

五
、
五
〇
〇
円

三
一
、
八
〇
〇
円

二
四
、
六
〇
〇
円

一
八
、
一
〇
〇
円

一
二
、
六
〇
〇
円

九
、
二
〇
〇
円
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）

附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に

よ
る
改
正
前
の
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以
下

「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
許
可
の
申
請
に
係

る
手
数
料
及
び
旧
法
第
八
条
第
一
項
又
は
旧
法
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
面
の
交
付
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
提
案
理
由
）

宅
地
造
成
等
規
制
法
の
改
正
に
よ
り
宅
地
造
成
等
工
事
規
制
区
域
が
指
定
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
当
該
区
域
内
に
お
け
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工
事
の
許
可
等
に
係
る
手

数
料
を
定
め
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
三
十
六
号
議
案

箕
面
市
土
砂
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
廃
止
の
件

箕
面
市
土
砂
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
土
砂
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

箕
面
市
土
砂
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
箕
面
市
条
例
第
十
四
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
さ
れ
た
廃
止
前
の

箕
面
市
土
砂
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第

十
一
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
又
は

変
更
許
可
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
許
可
又
は
変
更
許
可
を
す

る
か
ど
う
か
の
処
分
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
許
可
又
は
変
更
許
可
の
処

分
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
七
条
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
又
は
施
行

日
以
後
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
条
の
許
可

を
受
け
る
者
に
関
す
る
旧
条
例
第
九
条
第
三
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第

五
項
、
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
一
条
ま
で
、
第
二
十
二
条
（
休
止
に
係
る
部
分
を
除

く
。
）
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
二
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十
五
条
、
第
二
十
六
条
、
第
二
十
九
条
、
第
三
十
条
並
び
に
第
三
十
四
条
か
ら
第
三

十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で

の
間
（
施
行
日
か
ら
当
該
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
ま
で
に
旧
条
例
第
二
十
四
条

第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
並
び
に
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

命
令
を
受
け
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
命
令
に
係
る
事
由
が
消
滅
す
る
日
又
は
当
該

許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
の
間
、
施
行
日
以
後
に
当
該

許
可
に
係
る
土
砂
埋
立
て
等
を
二
月
以
上
休
止
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
止
を

す
る
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
経
過
す
る
日
又
は
当
該
許
可
の
期
間
が
満
了
す
る
日

の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
条
例
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け

た
者
に
係
る
旧
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
九
条
第
三

項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
命

令
に
係
る
事
由
が
消
滅
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
現
に
旧
条
例
第
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が

さ
れ
て
い
る
土
砂
の
搬
入
を
禁
止
す
る
区
域
に
係
る
旧
条
例
第
十
二
条
第
一
項
第
五

号
及
び
第
六
号
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
、
第
三
十
四
条
第
一
項
並
び

に
第
三
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

６

こ
の
条
例
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
条
例
の
施
行
後
に
し

た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
提
案
理
由
）

宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
本

条
例
の
規
制
の
対
象
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
は
同
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
本

条
例
を
廃
止
す
る
も
の
で
あ
る
。

－ 76 －



第
三
十
七
号
議
案

箕
面
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

改
正
の
件

箕
面
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十

九
年
箕
面
市
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
機
能
別
消
防
団
員
（
箕
面
市
消
防
団
員
等
の
定
員
、
任
免
、
服
務
、
給

与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
六
年
箕
面
市
条
例
第
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
機
能
別
消
防
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
四
条
の
二
中
「
場
合
」
の
下
に
「
及
び
機
能
別
消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
た
場
合
」

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
提
案
理
由
）

機
能
別
消
防
団
員
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
機
能
別
消
防
団
員
を
退
職
報
償
金
の
支
給

対
象
外
と
し
、
機
能
別
消
防
団
員
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
を
退
職
報
償
金
の
算
定
期
間

か
ら
除
く
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

－ 78 －



第
三
十
八
号
議
案

箕
面
市
消
防
団
員
等
の
定
員
、
任
免
、
服
務
、
給
与
等
に
関
す
る
条
例

改
正
の
件

箕
面
市
消
防
団
員
等
の
定
員
、
任
免
、
服
務
、
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
消
防
団
員
等
の
定
員
、
任
免
、
服
務
、
給
与
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
消
防
団
員
等
の
定
員
、
任
免
、
服
務
、
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十

六
年
箕
面
市
条
例
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
六
二
四
人
」
を
「
六
百
二
十
四
人
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

３

従
事
す
べ
き
消
防
事
務
の
範
囲
を
限
定
し
て
任
用
さ
れ
る
消
防
団
員
（
以
下
「
機

能
別
消
防
団
員
」
と
い
う
。
）
の
定
数
は
、
第
一
項
の
消
防
団
員
の
定
数
の
う
ち
百

人
と
す
る
。

４

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共
済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十

一
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
消
防
団
員
退
職
報

償
金
支
給
責
任
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
の
額
を
算
定
す
る
た
め
に
用
い
る
条
例
定
員

は
、
第
一
項
の
消
防
団
員
の
定
数
か
ら
前
項
の
機
能
別
消
防
団
員
の
定
数
を
控
除
し

た
数
と
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
区
域
内
」
の
下
に
「
で
の
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
な
い

と
団
長
が
認
め
る
区
域
内
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
者
」
の
下
に
「
（
機
能
別
消

防
団
員
に
あ
っ
て
は
、
年
齢
十
八
歳
以
上
六
十
六
歳
未
満
の
者
。
た
だ
し
、
団
長
が
認
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め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

機
能
別
消
防
団
員
に
あ
っ
て
は
、
消
防
団
員
で
あ
っ
た
者
又
は
分
団
長
が
推
薦

す
る
者

第
四
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
休
団
）

第
四
条
の
二

長
期
間
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
消
防
団
員
は
、
三
年
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
職
務
の
休
止
（
以
下
「
休
団
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
任
命
権
者
が
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
休
団
の
期
間
を

延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

消
防
団
員
が
休
団
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
又
は
休
団
を
し
て
い
る
消
防
団
員
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
団
員
」
と
い
う
。
）
が
休
団
の
期
間
を
延
長
し
よ
う
と
す

る
と
き
若
し
く
は
職
務
に
復
帰
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
任
命
権
者
の

承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

休
団
の
期
間
中
の
報
酬
は
、
休
団
員
に
は
支
給
し
な
い
。

４

第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
休
団
員
に
は
適
用
し
な
い
。

５

休
団
員
が
職
務
に
復
帰
し
た
と
き
の
階
級
は
、
休
団
を
し
た
日
の
前
日
に
そ
の
者

が
有
し
て
い
た
階
級
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

本
市
の
区
域
内
で
の
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
る
と
団
長
が
認
め
た
と
き
。

第
九
条
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
出
場
」
を
「
出
動
」
に
改

め
る
。

第
十
二
条
第
五
項
中
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
を
「
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」

に
、
「
報
酬
」
を
「
年
額
報
酬
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
項
の
前
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

消
防
団
員
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
各
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号
に
定
め
る
出
動
報
酬
を
支
給
す
る
。

一

災
害
出
動

出
務
一
日
に
つ
き
八
千
円
（
従
事
し
た
時
間
が
三
時
間
以
内
の
と

き
は
四
千
円
）

二

警
備
、
警
戒

出
務
一
日
に
つ
き
三
千
五
百
円

三

訓
練
等
出
動

出
務
一
日
に
つ
き
三
千
円

第
十
二
条
第
四
項
中
「
報
酬
は
」
を
「
年
額
報
酬
は
」
に
、
「
報
酬
額
」
を
「
年
額

報
酬
額
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同

条
第
二
項
中
「
報
酬
」
を
「
年
額
報
酬
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
中
「
報
酬
」
を
「
年
額
報
酬
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に

第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

消
防
団
員
の
報
酬
は
、
年
額
報
酬
及
び
出
動
報
酬
と
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
場
合
を
除
き
、
」
を
削
り
、

同
項
を
同
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
出
場
」
を
「
出
動
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
災
害
時
支
援
出
場
」
を
「
災
害
時
支
援
出
動
」
に

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
訓
練
等
出
場
」
を
「
訓
練
等
出
動
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

機
能
別
消
防
団
員

団
員

班
長

部
長

副
分
団
長

分
団
長

副
団
長

団
長

階
級
区
分

一
二
、
〇
〇
〇
円

三
六
、
五
〇
〇
円

三
七
、
〇
〇
〇
円

三
七
、
〇
〇
〇
円

四
五
、
五
〇
〇
円

五
〇
、
〇
〇
〇
円

六
九
、
〇
〇
〇
円

八
二
、
五
〇
〇
円

報
酬
の
額
（
年
額
）
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附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

機
能
別
消
防
団
員
制
度
の
導
入
及
び
消
防
団
員
の
処
遇
の
改
善
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

減
少
傾
向
に
あ
る
消
防
団
員
を
確
保
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。

機
能
別
消
防
団
員

団
員

班
長

部
長

副
分
団
長

分
団
長

一
二
、
〇
〇
〇
円

三
六
、
五
〇
〇
円

三
七
、
〇
〇
〇
円

三
七
、
〇
〇
〇
円

四
五
、
五
〇
〇
円

五
〇
、
〇
〇
〇
円
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第
三
十
九
号
議
案

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
改
正
の
件

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
水
道
事
業
給
水
条
例
（
平
成
九
年
箕
面
市
条
例
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
国
土
交
通

省
令
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整

理
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
四
十
号
議
案

箕
面
市
上
下
水
道
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

改
正
の
件

箕
面
市
上
下
水
道
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
上
下
水
道
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
上
下
水
道
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十

一
年
箕
面
市
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
七
条

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、

正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
時
間

を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
管
理
者
が
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ

い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手

当
を
支
給
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
」

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
期
末
手
当
」
の
下
に
「
、
勤
勉
手
当
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
提
案
理
由
）

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
新
設
し
、
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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第
四
十
一
号
議
案

箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る

条
例
改
正
の
件

箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
二
月
二
十
日
提
出

箕
面
市
長

上

島

一

彦

箕
面
市
条
例
第

号

箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

箕
面
市
ボ
ー
ト
レ
ー
ス
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成

二
十
六
年
箕
面
市
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
単
身
赴
任
手
当
」
の
下
に
「
、
在
宅
勤
務
等
手
当
」
を
加
え
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
在
宅
勤
務
等
手
当
）

第
十
条

住
居
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
定
め
る
場
所
に
お
い
て
、

正
規
の
勤
務
時
間
（
休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
そ
の
他
管
理
者
が
定
め
る
時
間

を
除
く
。
）
の
全
部
を
勤
務
す
る
こ
と
を
、
管
理
者
が
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
に
つ

い
て
一
箇
月
当
た
り
平
均
十
日
を
超
え
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
員
に
は
、
在
宅
勤
務
等
手

当
を
支
給
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
及
び
期
末
手
当
」
を
「
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
期
末
手
当
」
の
下
に
「
、
勤
勉
手
当
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
提
案
理
由
）

職
員
の
在
宅
勤
務
等
手
当
を
新
設
し
、
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号
）
の
改
正
に
伴
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
本
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
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同 ４年１２月 サラヤ株式会社勤務（現在に至る。）

同 ５年１１月 カンカラカン株式会社取締役（現在に至る。）

（提案理由）

飯田仁美氏を箕面市教育委員会委員に任命するため、提案するものである。
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